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水
　水道水は、法令等に定められた検査項目と頻度により水質検査を行っています。
　３月に実施した水道水の水質検査結果は別表のとおりです。
　これらの検査結果は、上下水道課で閲覧することができますので、閲覧したい方は下記まで
ご連絡ください。
　なお、現在までに行った水質検査の結果は、すべて水質基準に適合しており、飲用水として
十分な安全性を確保しています。

鏡野町役場　上下水道課　☎0868-54-0001
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一般細菌 100/ml以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 検出しないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

塩化物イオン 200mg/l以下 6.6 5.0 6.5 6.6 6.2 5.5 6.8 6.7 7.3 5.7

有機物 5mg/l以下 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

ｐＨ値 5.8～8.6 6.6 6.8 6.2 6.6 7.1 7.0 6.8 6.9 6.9 6.8

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 5度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満

濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2
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3月

結 果

　我が国へ密入国した者や適法な入国後、在留期間が経過した後も引き続き残留する不法残留者などを総称して不法滞在者と呼
んでいますが、これら不法滞在者は全国に約17万4千人いるとみられています。
　これら不法滞在者の目的は主に金銭を稼ぐことですが、適法に就労することができないため、その多
くが不法就労によって生計を維持しているものとみられます。さらには、不法就労よりも安易に金銭を得る
手段として窃盗などの犯罪に手を染める者も後を断ちません。こうした不法滞在者の背景には、密入国や
不法就労をあっせんして不当な利益を得ているブローカーや安価な労働者として不法滞在者を雇用してい
る事業主の存在があります。
　外国人を雇用する場合は必ず旅券や外国人登録証明書によって在留資格・在留期間の確認をしてくださ
い。なお、不明な点がある場合には、最寄りの津山警察署☎0868-25-0110にお問い合わせください。

不法滞在・不法就労防止のための理解と協力の確保

　国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除される「保
険料免除制度」があります。この制度は、本人とその配偶者及び世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承
認され、保険料の全額が免除される「全額免除」のほかに、保険料の一部を納付して残りが免除される「一部納付（一
部免除）」があります。「一部納付（一部免除）」には１／４納付、１／２納付、３／４納付の３種類があります。
　また、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しない場合でも、30歳未満の若年者の方については本人及び配偶
者のみの所得で審査して基準を満たせば、保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
　これらの保険料免除期間（一部納付・若年者納付猶予を含む）は、年金受給に必要な期間に算入されますが、年金
額を計算する場合は「全額免除」は３分の１、「１／４納付」は２分の１、「１／２納付」は３分の２、「３／４納付」
は６分の５となります。（一部保険料が未納の場合、その期間の一部免除は無効（未納と同じ）になります。）
　なお、若年者納付猶予期間については年金額に反映されませんので、将来受け取る年金を増額するためにも、10年
以内であれば保険料をさかのぼって納めることができる追納制度を利用されることをお勧めします。
　免除の承認期間については７月から翌年の６月までですが、全額免除又は若年者納付猶予（一部納付を除く）が承
認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は改めて申請を行
わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

詳しくは、津山社会保険事務所へお尋ねください。☎0868-31-2363

国民年金の保険料免除制度について国民年金国民年金


